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第１６ パッケージ型自動消火設備 

 

令第２９条の４第１項の規定に基づく、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に

供する設備等に関する省令」（平成１６年総務省令第９２号）第２条で規定するパッケージ型

自動消火設備の設置及び維持に関する基準は、同条の規定によるほか、次によること。 

１ 設置要件 

パッケージ型自動消火設備を設置できる防火対象物は、「パッケージ型自動消火設備の

設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」（平成１６年消防庁告示第１３号。以下

この第１６において「告示第１３号」という。）第３の規定によること。 

２ 設置維持の基準 

告示第１３号第４の規定によるほか、次によること。 

(1) 防護面積（２以上のパッケージ型自動消火設備を組み合わせて使用する場合にあって

は、当該設備の防護面積の合計）については、同時放射区域の面積以上であるものを設

置することとされているが、同時放射区域が隣接する場合におけるパッケージ型自動消

火設備の防護面積は隣接する部分（壁、戸等により区画されない部分をいう。）に限り

０．６ｍ長くすることができるものとすること。 （第１６－１、－２図参照） 
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第１６－２図 

(2) 消火薬剤、消火薬剤貯蔵容器等、受信装置、作動装置等を２以上の同時放射区域にお

いて共用する場合については、告示第１３号第４第６号の規定によること。この場合に

おいて、告示第１３号第４第６号(1)に規定する「隣接する同時放射区域」とは、火災が

発生した場合において延焼するおそれのある、当該同時放射区域に接している区域等を

全部含むものであること。（第１６－３、－４図参照） 
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第１６－３図 

 

 

※「防火性能を有する壁」及び「防火戸」に 
 

ついては告示第１３号第４第６号（１）イ参照 
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